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資料  生 － １
令和５年８月２３日

教育委員会事務局生涯学習課

生涯学習センターの機能向上について
～あり方検討中間のまとめ～

１ はじめに

生涯学習センターは、大原・成増社会教育会館に併設されていた児童館の廃止に伴

い発生したスペースを中高生・若者向けの場として改修し、平成 28年 10 月から、青

少年センター機能（ｉ－ｙｏｕｔｈ事業）を備えた施設として運営している。

生涯学習センターについては、「いたばし No.1 実現プラン 2025 公共施設ベースプ

ラン」の第１期～第２期（平成 28（2016）年度～令和 17（2035）年度）に改築・改修

等の時期を迎えるため、「いたばし№1 実現プラン 2025 経営革新計画」の中で、事

業やサービスの提供方法などを見直すこととなっている。このため、今後の社会情勢

や区の現状を踏まえ、生涯学習センターの機能向上について検討を進めているところ

である。

２ 生涯学習センターの現状分析

生涯学習センターの運営状況（施設の稼働状況、コスト推移、実施事業、ｉ－ｙｏ

ｕｔｈ等）を下記４つの視点で分析した。

（１）設置目的と実施事業の整合性

設置目的である「区民の生涯にわたる学びの推進及び学びを通じた多世代の交流に

寄与する」の実現に向け、成人のサークル活動に興味を持ったｉ－ｙｏｕｔｈの利用

者を団体に紹介するなど、様々な取組を実施している。個別事業において一定の成果

はあるが、若者と成人が共に活動する場である生涯学習センターとして、日々の活動

における自然発生的な多世代交流には至っていない。

（２）社会教育主事の役割と育成

これまでの間、板橋区では社会教育を行う者に対し、助言・指導を行う専門的職員

である社会教育主事が中心となり、社会教育を推進してきた。  

この社会教育主事が長年培ってきた経験を、新たな世代の社会教育主事に継承して

いくことが課題となっている。また、生涯学習センターの設置後は、従来の成人を中

心とした社会教育に関する知見だけでなく、若者への対応も求められていることから、

社会教育主事に求められる知識や経験の幅が広がっている。

（３）ⅰ-ｙｏｕｔｈの役割

ｉ－ｙｏｕｔｈの、コロナ禍以前の実績は、生涯学習センター２か所合計で年間、

延べ３万人を超える利用があり、利用者は、カフェ（談話室）、スタジオ、自習室など

で、各自が自由に過ごしているほか、利用者が企画運営する「ダンスフェスタ」を実

施するなど、居場所として一定の成果をあげてきた。
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現在も、進路相談会や性教育事業など、学校の授業とは異なる視点で若者のキャリ

ア支援等を行っているが、若者の社会的自立に資する効果的な活動を今後も実施して

いく必要がある。また、ｉ－ｙｏｕｔｈの利用者を分析すると、自転車や徒歩圏内の

利用が多く、大原・成増生涯学習センター以外の地域でも潜在的なニーズが想定でき

ることから、適切な設置場所についても更なる検討が必要である。

〇i－youth の利用実績                    （単位：人）

区分 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

大原 １７，１６５ １８，８０５ １７，８３９ ８，３８１ １２，０３７ １３，６０４

成増 ６，３３２ １３，６３０ １３，９３９ ５，９５５ ８，２５４ ６，８９１

（４）利用状況

社会教育団体の施設利用実績は下表のとおりである。稼働率については、コロナ禍

以前は、夜間を除き 6割程度となっている。さらに、無料施設であるロビーには周辺

の小学生が集まっており、中高生の居場所であるⅰ-ｙｏｕｔｈだけでなく、小学生

の居場所としても機能している。全体として施設は十分に稼働していることから、老

朽化により維持管理コストは増加傾向にあるが、当面は現在の施設を維持する必要が

ある。

〇社会教育団体の施設利用実績              （単位：件、人）                        

区分
大原生涯学習センター 成増生涯学習センター

延べ利用件数 延べ利用者数 延べ利用件数 延べ利用者数

平成 29年度 ６，６８７ ８０，１３３ ７，５２７ ６２，８４２

平成 30年度 ６，３８６ ７７，８００ ７，１８３ ６２，４６９

令和元年度 ６，４１５ ７０，５２２ ６，４１１ ５８，１１５

令和２年度 ３，６２２ ３１，２３０ ３，６８９ ２８，１７５

令和３年度 ４，３１８ ３９，６２０ ４，６７８ ３６，６１９

令和４年度 ５，０１３ ４８，７８１ ５，６９７ ４８，６１３

※i－youth（平成 28 年 10 月開設）の利用実績は除く

３ 今後の課題

（１）国の生涯学習の方向性との整合性

今後の生涯学習の方向性として、国の「第 11 期中央教育審議会生涯学習分科会に

おける議論の整理」では、「公民館等の社会教育施設の機能強化」「社会教育人材の養

成、活躍機会の拡充」などが提示され、令和５年６月１６日に閣議決定された「教育

振興基本計画」にまとめられた。

この計画の課題認識の一つに、社会の多様化が進む中、誰一人取り残されることな

く、誰もが生き生きとした人生を享受できる、社会的包摂の推進がある。今後の社会

教育は、この社会的包摂を実現する事業展開が求められる。
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（２）生涯学習センターの役割の明確化

生涯学習センターの役割に大きな変更はないが、ｉ－ｙｏｕｔｈの設置背景や、教

育委員会が所管している点を踏まえると、若者に対する社会教育施設としての役割が

従来に比べより大きくなっている。特に、ｉ－ｙｏｕｔｈ設置当初からの目的である

「若者の社会的自立に向けた支援」だけでなく、生涯学習・社会教育が果たしうる役

割である「社会的包摂の実現」として、「困難な立場にある若者への支援」が、今後の

生涯学習センターの重要な役割となる。

（３）安定した社会教育主事の任用と育成体制

長年にわたり区の社会教育を担ってきた社会教育主事は、令和７年度末までに全員

が定年退職となる予定である。社会教育主事は、法令により自治体に最低１名配置す

る規定があることから、令和５年度に新たな社会教育主事を１名任用した。退職とな

る社会教育主事からのノウハウの継承や、経験の蓄積に時間を要することから、社会

教育の推進体制の構築が課題となっている。このため、令和４年度より複線型人事制

度に社会教育分野を新設し、社会教育関連分野で育成しながら、計画的に社会教育を

担う職員の確保に努めている。

（４）老朽化した施設の維持管理

耐用年数を大幅に超過している主要設備については、ここ数年で更新が進んでいる

が、主要設備以外についても経年劣化による不具合が目立っている。生涯学習センタ

ーは、「社会教育団体の活動拠点」「若者の居場所」という機能があることから、設備

の不具合による長期の休館が発生しないよう、設備保全のための保守点検の強化や、

軽微な不具合を迅速に対応できる予算措置が課題となっている。

４ 生涯学習センターのあり方の方向性

上記の課題を踏まえ、社会教育主事が１名となる令和８年度を想定した、生涯学習

センターのあり方について、以下３つの視点で検討を進めていく。

（１）若者支援の方向性

今後求められる社会的包摂の実現に向けて、すでに大原生涯学習センターにおいて、

ＮＰＯ法人と連携し、困難な立場にある若者への支援に取り組んでいる。この取り組

みを含め、これまでのｉ－ｙｏｕｔｈの運営実績から、今後は、利用者のロールモデ

ルとなるような比較的近い年齢の職員（スタッフ）による、緩い見守りの中で、様々

な経験ができる居場所として運営していくことが効果的である。更に、若者の成長に

は様々な要素が関係していることから、教育（社会教育）分野だけでなく、子育てに

関連する部署との連携を進めていく。

ｉ－ｙｏｕｔｈは中学生から 39 歳まで利用可能であるが、現状においても利用の

中心が中高生であるため、今後もコアターゲットとして中高生（相当年齢含む）を設

定し、学生時代に自分の居場所として活用することで、将来的に何らかの躓きなどで

困った際に頼るべき場所として機能することを想定している。



4

（２）生涯学習課所管施設との相乗効果による機能強化

令和４年度の組織改正において、高齢者大学校事業及びシニア学習プラザの運営が

生涯学習課の所管となり、従来高齢者に限定されていた学びの多世代化について検討

を行っている。

検討の整理の中で、社会教育推進係・シニア学習プラザ・生涯学習センターが実施

している一部事業の類似性が課題となっている。このことを踏まえて、生涯学習課で

展開している社会教育事業の重複を調整し、施設の特徴をより活かす方向性として、

生涯学習センターは、これまで培ってきた「参加者の相互学習」を維持しつつ、若者

支援の強化と、サークル活動支援により世代間交流を促進する事業展開が必要である。

（３）民間活力の導入によるサービス向上の検討

今後の生涯学習センターの中心事業である「若者支援」と「サークル活動支援」に

ついては、既に他自治体で類似の事業委託や指定管理による施設運営を行っている事

例がある。このため、民間事業者に一定のノウハウが蓄積されていることから、生涯

学習センターのサービス向上に向けて、そのノウハウの活用について検討していく。

また、生涯学習課所管の指定管理施設において、設備管理（不具合などの早期発見

や保全措置等）が効果的に行われていることから、老朽化が懸念される施設の維持管

理についても民間活用の効果を検討していく。

５ 今後のスケジュール(予定)

令和５年９月：文教児童委員会（中間報告）

令和６年 1月：庁議（結論）

令和６年２月：文教児童委員会（最終報告）


